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議第32号

京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成20年２月29日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例

　京都市証明等手数料条例の一部を次のように改正する。

　別表第１区分の欄中「第10条第１項」の右に「又は第10条の２第１項若し

くは第３項から第５項まで」を加え，「第12条の２第１項」を「第12条の２

において準用する法第10条第１項又は第10条の２第１項若しくは第３項から

第５項まで」に改める。

　別表第４を次のように改める。

別表第４（第７条関係）

区　　　　　　　　　　　分 単　位 手数料

住民基本台帳法（以下この表において「法」という。）第11条の
２第１項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

１件

円

350

法第12条第１項，第12条の３第１項若しくは第２項若しくは第12
条の４第１項の規定に基づく住民票の写しの交付又は法第20条第
１項，第３項若しくは第４項の規定に基づく戸籍の附票の写しの
交付 １通

350

法第12条第１項又は第12条の３第１項若しくは第２項の規定に基
づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付

350

法第30条の44第１項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付又
はその交付を受けた住民基本台帳カードの再交付

１枚 500

附 則

　この条例中別表第１の改正規定は戸籍法の一部を改正する法律（平成19年
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法律第35号）の施行の日から，別表第４の改正規定は住民基本台帳法の一部

を改正する法律（平成19年法律第75号）の施行の日から施行する。

提案理由

　戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正等に伴い，規定を整備する必要があ

るので提案する。


